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部門別緩和施策の例一覧（２）

ＩＰＣＣ第四次評価報告第三作業部会より
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主要な国内対策のフレーム

ＩＰＣＣ第四次評価報告書第三作業部会報告より
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2020年迄のEUの緩和パッケージ
EU単独でも実施する排出量削減約束：温室効果ガス排出量
を1990年比最低でも20％削減する

エネルギーパッケージ

エネルギー効率：2020年までに20％向上
再生可能エネルギー：2020年までに20％導入の義務

国毎の目標差異化
国内での各部門間の目標設定に関する柔軟性

バイオ燃料：2020年までに10％導入
化石燃料からの持続可能な発電：2015年までに12の大規模
CCS実証施設→2020年までにゼロ・エミッションに近い水準

を達成することを目標
戦略的エネルギー技術戦略
域内の電力事業の部門・会計等の切り離し（unbundling）お
よび規制権限の整理：

EU ETSが機能するために重要

再生可能エネルギーにとっての障害を克服
原子力：加盟国は消極的

気候変動戦略

EU ETSの強化（レビュー、CO2以外のガス、航空）

他の政策（例：燃料の質）

グローバル・カーボン・マーケット（含CDM）

最低20％の
CO2削減
（15％のGHG
相当）

最高5％のGHG
排出量相当

出典：欧州委員会発表
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追加対策に対する基本的な考え方

目標の着実な達成

目標を確実に達成するた
めに、2008〜2012年にき
ちんと減らすことができる
対策が必要

“重点分野”をピックアップ
して実施

2013年以降を見据えた”政策”
IPCC AR4による長期的な大幅削減
の必要性の示唆
AWG3における決定
欧州やアメリカにおけるキャップ＆ト
レード導入の動向
政策が効果を持つまでのリードタイ
ムを考慮

基準年 現在 更なる大幅削減目標達成

排
出
量
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個別重点対策の例（１）

建築物の断熱と照明のパッケージでの支援

現状の問題点

よく言えば包括的、
悪く言えば総花
的で対策の目玉
が見えにくい

財政的な支援策
が孤立している
（補助金・エネ革

税制）

重点パッケージ対策・協定

断熱ガラスや高効率照明等、業務の中でも
比較的早期実施が可能な分野を特定する

それらの分野での省エネ基準の将来の規制
化を前提として支援を行なう協定を各業界と
結び、普及率・市場シェアなど検証可能な目
標を設定する

これらをパッケージとした上で、普及啓発の
ためのラベリング等を特別に計画する

参考事例１：デンマークにおける窓ガラスに関する自主協定

旧型の複層ガラスから高効率複層ガラスへの移行について、関連業界と協定を締結。
業界は、高効率複層ガラスのシェア拡大について数値目標を掲げた（2003〜2006年）。

政府は、普及キャンペーン／ラベリングの実施について補助金を提供。

参考事例２：東京都のマンション環境性能表示／ラベリング
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個別重点対策の例（２）

需要者側の省エネ努力の後押し

現状の問題点

“更なる一歩”を目指す
インセンティブが無い

得することが“明らかな
一歩”を妨げている要因
がある

参考事例：イギリスのEEC
Energy Efficiency Commitmentは、イ
ギリスが2002年から実施している制度

で、電力・ガス事業者に、家庭での省エ
ネ支援を義務づける政策。第１期は
2002〜2005年の3年間で、全体として
62TWhの省エネが目標とされ、余裕を

持って達成された。

インセンティブを付与する仕組み

“省エネ量に”経済的な価値を与えて、
インセンティブを付与

専門的な知識を持っているエネル
ギーを供給する側と使う側（需要側）
が連携して省エネができるようにする

参考事例：欧州のWhite Certificate
エネルギー供給事業者に、消費者側（需
要側）での省エネ達成量について目標を
課す。その達成にあたって、省エネプロ
ジェクトを行なったり、省エネ量を取引した
りすることを許す制度。左記のEECもこの

一種で、他に豪ニューサウス・ウェールズ、
イタリア、フランス等で実施中。
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個別重点対策の例（３）

産業分野でのベンチマーク明確化

現状の問題点

産業の個別分野
において、「目指
すべき」地点が不
明確

効率の高い事業
所に全体を合わ
せていく策が無い

各業種毎にベンチマークの設定

個別分野におけるベンチマークの設定
（※「機器」の効率ではなく、生産プロセスの効率）

設定時には今後の技術革新も見込み、いわ
ば工場のトップランナー制度の基準にする

ベンチマークの値と、各企業毎の対ベンチ
マーク・パフォーマンスも公表し、各企業の
努力を促す

参考事例：オランダの協定制度（Covenant）下でのベンチマーク

オランダでは独自のベンチマークに基づく政府と企業の協定制度が実施されてきた。
その中では、各業種の世界トップクラスを示すベンチマークの整備がされている。日本
でも省エネの努力義務は省エネ法下で求められているが、大きな違いは、このベンチ
マーク設定にある。
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個別重点対策の例（４）
モーダルシフトの後押し

現状の問題点

モーダルシフトをサ
ポートする具体的対
策がほとんどない

特にマイカー利用に
歯止めがかかって
いない

地域や手段に応じた支援策

都市圏における環境定期券制度の導入

自転車利用環境の整備（一般人が電車
等で輸送することを可能にする／駐輪場
の整備）

「地域再生」「家族との旅行」など、他の政
策目的との連携を検討する

参考事例：フライブルグ市でのレギオカルテ（環境定期券）

ドイツのフライブルグ市では、公共交通機関利用の奨励策として、40ユーロで地域内

の公共交通機関全てが利用可能な環境定期券を発行している。これは休日には同じ
定期券で大人2名と子どもが乗車でき、家族での外出時の利用に便利になるように

なっている。また、無記名で、誰にでも貸与可能である。

同様の制度は、ドイツ各地および欧州各国で導入されており、これとあわせて、自転車
の列車内持込を可能にして、自転車利用を推奨し、自動車の利用を減らしている。
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個別重点対策の例（５）

供給・需要部門における自然エネルギーの利用促進

現状の問題点
原子力の長いリードタイム、
電力部門の化石燃料比重
の急増から、大幅な自然エ
ネルギー導入が鍵

RPSを導入したが、世界に
比べ、日本の自然エネル
ギー導入は依然頭打ち

市場の伸びを加速する施策の必要性
市場における自然エネルギーの安定性を確保す
る施策

フィード・イン・タリフなどの有補助策／義務を伴う
高いRPS目標値／設置義務づけなどの強力な施
策。

需要側から自然エネルギーを支えることも必要

参考事例１：フィード・イン・タリフ（ランニング補助）

古くは米国カリフォルニア州、デンマーク、その後、ドイツ、スペイン、インドへ拡がった政
策。自然エネルギーからの電源をあらかじめ定めた価格で買い取り、その価格を電気料
金に上乗せして広く平等に負担する施策。高い目標を掲げる米国各州のRPS政策
（ 2013年までに25％（NY州））や発電電力量毎に減税を行う「プロダクション・タックス・ク
レジット」（一種のランニング補助）と共に、大きな効果を発揮している。

参考事例2：スペインの太陽光発電設置義務づけ

スペインでは2006年より新築の建築物に太陽光発電の設置を義務づける法律を実施。
太陽熱についても設置義務づけを行っている（イスラエルにも同じ法律がある）。
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資料：再生可能エネルギーの国際比較

風力発電設備容量の推移
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個別重点対策の例（６）

供給・需要部門における自然エネルギーの利用促進

現状の問題点
「グリーン電力証書制
度」が拡がりつつあるが
法的な位置づけがない

RPSでは需要家の自然
エネルギー志向に対応
できない

自治体や企業の率先行動をサポート
自治体や企業のグリーン電力購入に対して、現
時点では何の法的支援もない。早急に法的整備
が必要

ひいては、二酸化炭素のコストを議論し、そのコ
ストを削減する国産の自然エネルギー利用を促
進するスキーム作りが急務

参考事例１：米国環境庁：グリーン電力パートナーシップ（GPP）
グリーン電力に対する制度的支援としてEPAがNRELと始めたプロジェクト。参加需要家は、需要

規模によって購入するグリーン電力のミニマムスタンダードを達成していく。大規模購入者／ユニー
クな購入者は、プレスリリース等で宣伝され、表彰制度もある。Johnson & Johnson、Kinko’s、
Pepsi Co.（年間11億kWh購入！）などが参加。当初は、公的機関が中心に購入をすることで宣伝

をした。

参考事例2：日本の自治体・企業によるグリーン電力購入

東京都は2004年に努力義務で導入した公的施設へのグリーン電力調達を拡大し、2007年春から
義務化、適応施設範囲も拡大した。全体で年間5,000万kWh以上にのぼるとみられる。企業ではソ
ニーが年1,550万kWhの購入を発表。
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2013年以降の低炭素社会実現へ向けて、

今回の見直しで導入しなければならない“政策”

中長期削減目標の設定 CO2コストの見える化

炭素税や国内排出量取引制度といっ
た”政策”の導入によって、CO2排出

をコストとして社会の中に明確に位置
付ける

低炭素社会の実現

個別重点対策を直接・間接に後押し

目標を設定することに
よって、政策や技術開
発に方向性を与える

基準年 現在 更なる大幅削減目標達成

排
出
量
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Climate Action Network Japan
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参考資料
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過去100年の平均気温上昇

1906~2005年の世界規模及び大陸規模の10年平均地上気温の変化(1901~1950年 の平均値が基準)とモデルシミュレー
ションの比較。黒線は観測された変化(観測面積が全体の50%未満の期間は破線)。青帯は、気候モデルを用いた、自然起
源の強制力のみを考慮し たシミュレーション。また、赤帯は、気候モデルを用いた、自然起源と人為起源の放射強制 力を共

に考慮したシミュレーション。（出典ＩＰＣＣ第一作業部会第四次評価報告書サマリー）
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温暖化の影響

気温変化、海面水位上昇、
大気中二酸化炭素濃度の変化
に対して予測される、 世界的な

影響の例示。

黒い線は影響間の関連を表
し、破線の矢印は気温上昇に
伴って影響が継続することを示
す。

記述の左端 は、影響が出

始めるおおよその位置を示す。

水不足と洪水に関する量的
な記述は、SRES A1FI、A2、
B1及びB2シナリオの範囲で予

測される条件に対する相対的な
変化に対して、追加的に起きる
影響 である。

気候変化に対する適応の効
果はこれらの推定には含まれて
いない。



影響を受ける人口予測

出典 Parry et al., 2001

水不足のリスク

マラリアの危険に曝されるリスク
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